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Ｋ ５１１１（３）  

 
 鉛・クロムフリープライマー 制定 平成２５年３月２６日 

 改正 令和 ５年８月３０日 

（ＰＲＩＭＥＲ，ＣＯＡＴＩＮＧ） 

この改正票は，ＤＳＰ Ｋ ５１１１（鉛・クロムフリープライマー）についてのもの

であり，ＤＳＰ Ｋ ５１１１（２）を含め累積記載されている。この改正票はＤＳ

Ｐ Ｋ ５１１１と併用される。 

 

 

1.2 種類 

表１ 中 

“                                                                         ” 

表１－種類 

 

 

 

 

 

 

 

を 

“                                                                         ” 

表１－種類 

 

 

 

 

 

 

 

に改める。 

 

 

1.4 引用文書 

a) 規格 中 

“ＪＩＳ Ｋ ２２５６ 石油製品―アニリン点及び混合アニリン点試験方法” を 

“ＪＩＳ Ｋ ２２５６ 石油製品―アニリン点及び混合アニリン点の求め方” に改める。 

 

種類 
納入単位 

ｋｇ 
物 品 番 号 

鋼材用 
４ － 

１６ － 

軽合金用 
４ － 

１６ － 

種類 
納入単位 

ｋｇ 
物 品 番 号 

鋼材用 
４ ８０１０－２９０－９８８９－５ 

１６ ８０１０－２９０－９８９０－５ 

軽合金用 
４ ８０１０－２９０－９８９１－５ 

１６ ８０１０－２９０－９８９２－５ 



 

“ＪＩＳ Ｋ ５６００－２－４ 塗料一般試験方法－第２部：塗料の性状・安定性－第４節：密度” を 

“ＪＩＳ Ｋ ５６００－２－４ 塗料一般試験方法－第２部：塗料の性状・安定性－第４節：密度（ピクノメータ法）”に改め

る。 

 

原案作成部課等名を次のように改める。 

原案作成部課等名 ： 防衛装備庁 調達管理部調達企画課類別・標準化企画室 

 

付表１－品質 

項目 密度（２３ ℃）ｇ／ｍｌ 

試験方法 中 

 “ＪＩＳ Ｋ ５６００－２－４の比重瓶法による。” を 

“ＪＩＳ Ｋ ５６００－２－４のピクノメータ法による。” に改める。 

 

附属書Ｂ 

B.2 試験方法 

a) 中 

“ＪＩＳ Ｋ ４０００” を “ＪＩＳ Ｈ ４０００” に改める。 

 

 

２． 

Ｋ ５１１１(３) 



1 総則  

1.1 適用 範囲  

この仕 様 書 は，鋼 材 及 び軽 合 金 材 のさび止 めに用 いる鉛 ・クロムフリープライマー（以 下 ，プライマーとい

う。）について規 定 する。 

注 記  このプライマーには，鉛 及 びクロム含 有 材 料 の意 図 的 な使 用 はしない。 

1.2 種類  

 種 類 は表 １ による。 

表 １－ 種類  

種 類  
納 入 単 位  

ｋｇ 
物 品 番 号  

鋼 材 用  
４ － 

１６ － 

軽 合 金 用  
４ － 

１６ － 

1.3 製品 の呼 び方  

 製 品 の呼 び方 は，仕 様 書 の名 称 ，種 類 及 び納 入 単 位 による。 

例   鉛 ・クロムフリープライマー 鋼 材 用  １６ ｋｇ 

1.4 引用 文書  

この仕 様 書 に引 用 する次 の文 書 は，この仕 様 書 に規 定 する範 囲 内 において，この仕 様 書 の一 部 を成 す

ものであり，入 札 書 又 は見 積 書 の提 出 時 における最 新 版 とする。 

a) 規 格  

Ｊ ＩＳ  Ｇ  ３１ ４１  冷 間 圧 延 鋼 板 及 び鋼 帯  

Ｊ ＩＳ  Ｇ  ３３ ０３  ぶりき及 びぶりき原 板  

Ｊ ＩＳ  Ｈ  ４０ ００  アルミニウム及 びアルミニウム合 金 の板 及 び条  

Ｊ ＩＳ  Ｋ  ２２ ０１  工 業 ガソリン 

Ｊ ＩＳ  Ｋ  ２２ ５６  石 油 製 品 ―アニリン点 及 び混 合 アニリン点 試 験 方 法  

Ｊ ＩＳ  Ｋ  ２２ ６５－ １     引 火 点 の求 め方 －第 １部 ：タグ密 閉 法  

Ｊ ＩＳ  Ｋ  ５６ ００－ １－ １  塗 料 一 般 試 験 方 法 －第 １部 ：通 則 －第 １節 ：試 験 一 般 （条 件 及

び方 法 ） 

Ｊ ＩＳ  Ｋ  ５６ ００－ １－ ２  塗 料 一 般 試 験 方 法 －第 １部 ：通 則 －第 ２節 ：サンプリング 

Ｊ ＩＳ  Ｋ  ５６ ００－ １－ ４  塗 料 一 般 試 験 方 法 －第 １部 ：通 則 －第 ４節 ：試 験 用 標 準 試 験

板  

Ｊ Ｉ Ｓ  Ｋ  ５ ６ ０ ０ － １ － ５  塗 料 一 般 試 験 方 法 －第 １部 ：通 則 －第 ５節 ：試 験 板 の塗 装 （は

け塗 り）  

Ｊ ＩＳ  Ｋ  ５６ ００－ ２－ ２  塗 料 一 般 試 験 方 法 －第 ２部 ：塗 料 の性 状 ・安 定 性 －第 ２節 ：粘

度  
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Ｊ ＩＳ  Ｋ  ５６ ００－ ２－ ４  塗 料 一 般 試 験 方 法 －第 ２部 ：塗 料 の性 状 ・安 定 性 －第 ４節 ：密

度  

Ｊ ＩＳ  Ｋ  ５６ ００－ ２－ ７  塗 料 一 般 試 験 方 法 －第 ２部 ：塗 料 の性 状 ・安 定 性 －第 ７節 ：貯

蔵 安 定 性  

Ｊ ＩＳ   Ｋ   ５６ ００－ ５－ １  塗 料 一 般 試 験 方 法 －第 ５部 ：塗 膜 の機 械 的 性 質 －第 １節 ：耐

屈 曲 性 （円 筒 形 マンドレル法 ） 

Ｊ ＩＳ   Ｋ   ５６ ００－ ６－ １  塗 料 一 般 試 験 方 法 －第 ６部 ：塗 膜 の化 学 的 性 質 －第 １節 ：耐

液 体 性 （一 般 的 方 法 ） 

Ｊ ＩＳ   Ｋ   ５６ ００－ ７－ ６  塗 料 一 般 試 験 方 法 －第 ７部 ：塗 膜 の長 期 耐 久 性 －第 ６節 ：屋

外 暴 露 耐 候 性  

Ｊ ＩＳ  Ｋ   ５６ ０１－ １－ １  塗 料 成 分 試 験 方 法 －第 １部 ：通 則 －第 １節 ：試 験 一 般 （条 件 及

び方 法 ） 

Ｊ ＩＳ   Ｋ   ５６ ０１－ １－ ２  塗 料 成 分 試 験 方 法 －第 １部 ：通 則 －第 ２節 ：加 熱 残 分  

Ｊ ＩＳ  Ｋ   ５６ ７４   鉛 ・クロムフリーさび止 めペイント 

Ｊ ＩＳ  Ｚ  １５ ０６  外 装 用 段 ボール箱  

Ｊ ＩＳ  Ｚ  １５ ０７  段 ボール箱 の形 式  

Ｊ ＩＳ  Ｚ  １５ １６  外 装 用 段 ボール 

Ｊ ＩＳ  Ｚ  １６ ０２  金 属 板 製 １８リットル缶  

Ｊ ＩＳ  Ｚ  １６ ０７  金 属 板 製 ふた・口 金  

Ｎ ＤＳ  Ｚ  ００ ０１  包 装 の総 則  

b) 仕 様書  

Ｄ ＳＰ  Ｋ  ５２ ０１  外 部 用 フタル酸 樹 脂 エナメル（つや有 ）  

c) 法 令等  

危 険 物 の規 制 に関 する規 則 （昭 和 ３４年 総 理 府 令 第 ５５号 ） 

危 険 物 船 舶 運 送 及 び貯 蔵 規 則 （昭 和 ３２年 運 輸 省 令 第 ３０号 ） 

装 備 品 等 の製 造 設 備 等 の認 定 に関 する訓 令 （昭 和 ５０年 防 衛 庁 訓 令 第 ４４号 ） 

 

2 製品に 関す る要 求  

2.1 認定   

このプライマーには，装 備 品 等 の製 造 設 備 等 の認 定 に関 する訓 令 が適 用 される。 

2.2 品質   

品 質 は， 付 表 １ の規 定 に適 合 しなければならない。 

 

3 品質保 証  

3.1 認定 検査 ・検 査   

認 定 検 査 ，検 査 の項 目 及 び方 法 は，付 表 １ によるものとし，それぞれ品 質 の規 定 に適 合 しなければなら

ない。（認 定 検 査 及 び検 査 の項 目 は，それぞれ○印 をもって示 す。） 

3.2 認定 検査 ・検 査の一 般条 件   

認 定 検 査 及 び検 査 の一 般 条 件 は，Ｊ Ｉ Ｓ  Ｋ  ５ ６ ０ ０ － １ － １ 及 びＪ Ｉ Ｓ  Ｋ  ５ ６ ０ １ －

１ －１ によるほか，次 による。 

a)  試 験 板 に鋼 板 又 はぶりき板 又 はアルミニウム合 金 板 を使 用 しているものについて，前 処 理 として試 験 板



３ 
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の表 面 を研 磨 紙 にて目 荒 らしする。粗 さＰ２８０番 の研 磨 紙 を使 用 する。研 磨 終 了 後 ，Ｊ Ｉ Ｓ  Ｋ  ５

６ ００ －１ －４ の5.1.3で溶 剤 洗 浄 によって調 整 した試 験 板 を使 用 する。  

b)  試 験 板 は，付 表 １ の試 験 方 法 に規 定 がないときは，Ｊ Ｉ Ｓ  Ｇ  ３ １ ４ １ に規 定 するＳＰＣＣ－ＳＢの

鋼 板 （寸 法 は，約 ２００ ｍｍ×１００ ｍｍ×０．８ ｍｍ）とする。 

c) 塗 装 方 法 は，付 表 １の試 験 方 法 に規 定 がないときは，Ｊ Ｉ Ｓ  Ｋ  ５ ６ ０ ０ － １ － ５ によって，は

け塗 りとする。 

d)  乾 燥 は，付 表 １の試 験 方 法 に規 定 がないときは，Ｊ Ｉ Ｓ  Ｋ  ５ ６ ０ ０－ １ － １ の4.3によって，常

温 乾 燥 とする。乾 燥 時 間 は，特 に指 定 がないときは，２４時 間 とする。 

e) 塗 付 け量 は，付 表 １の試 験 方 法 に規 定 がないときは，１００ ｃｍ ２ ついて約 ０．６ ｇとする。  

3.3 試料 採取 方法  

 認 定 検 査 及 び検 査 のための試 料 の採 取 方 法 は，Ｊ ＩＳ  Ｋ  ５６ ００－ １－ ２ による。 

 

4 出荷条 件  

4.1 個装  

4.1.1 個 装の 方法  

プライマーは，4 .1 .2の容 器 に入 れるものとするほか商 習 慣 によるものとする。 

4.1.2 容 器  

 容 器 は，次 による。ただし，４ ｋg用 丸 缶 に代 えて金 属 板 製 ４リットル缶 （蓋 はＪ Ｉ Ｓ  Ｚ  １ ６ ０ ７ の

Ｂ形 でポリエチレン製 の中 蓋 を使 用 し，べろ付 きで運 搬 などに耐 える手 環 を付 け たもの） を使 用 する場 合 は，

調 達 要 領 指 定 書 による。 

a)  種 類 は，４ ｋｇ用 丸 缶 及 び１６ ｋｇ用 角 缶 とする。  

b)  材 料 及 び寸 法 は，表 ２による。  

表 ２－ 材料 及び寸 法  

                                               単 位  ｍ ｍ  

容 器 の種 類  
材   料  寸   法  

材 質  厚  さ 直  径  高  さ 

４ ｋｇ用 丸 缶  

Ｊ ＩＳ  Ｇ  ３

３ ０３ に規 定 す

るＳＰＴＥ ５．６／ 

５．６を用 いる。  

０．２６以 上  １７５±１０ ２３０±１０ 

１６ ｋｇ用 角 缶  Ｊ ＩＳ  Ｚ  １６ ０２ に規 定 する金 属 板 製 １８リットル缶 又 は同 等 品 a )  

注 a )  形 状 ，寸 法 ，材 料 などが同 等 な容 器 であって，危 険 物 の規 制 に関 する規 則 第 ４１条 ～

第 ４３条 又 は危 険 物 船 舶 運 送 及 び貯 蔵 規 則 第 ８条 に定 める基 準 に適 合 するもの  

c) 構 造 は，次 による。 

1) ４ ｋｇ用 丸 缶 の構 造 は，次 による。 

1.1)   胴 板 の接 合 は，Ｊ Ｉ Ｓ  Ｚ  １６０ ２ の参 考 図 １  に準 じてサイドシームを施 し，胴 板 ははんだ

付 け，接 着 剤 付 け又 は電 気 溶 接 をしたものとする。 

1.2)  天 板 及 び地 板 と胴 板 の接 合 は，二 重 巻 き締 めをした上 ，はんだ付 けを施 すか，接 着 剤 を使 用 した

ものとする。 

1.3)  運 搬 などに耐 える太 さ の亜 鉛 めっき針 金 製 のつるを付 け るものとし，つるの留 め金 は，胴 体 外 面 に

付 けるものとする。 

1.4)  天 板 には，押 し蓋 を取 り付 けて充 てん口 とする。充 てん口 の直 径 は，プライマーのかくはん又 は取 り

出 しに差 し支 えないようできるだけ大 きくする。蓋 は，ダブル蓋 とする。 
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2) １６ ｋｇ用 角 缶 の構 造 は，Ｊ Ｉ Ｓ  Ｚ  １ ６ ０２ による。ただし，蓋 はＪ Ｉ Ｓ  Ｚ  １ ６ ０ ７ のＢ

形 でポリエチレン製 の中 蓋 を使 用 し，べろ付 きで運 搬 などに耐 える手 環 をつけたものとする。 

4.2 外装  

4.2.1 外 装の 方法   

外 装 の方 法 は，次 による。 

a)  容 器 は，段 ボール箱 で外 装 するものとし，外 装 する缶 の数 量 及 び配 列 は，表 ３ による。 

表 ３－ 外装 する缶 の数量 及び 配列  

           単 位  個  

容 器 の種 類  数   量  
配   列  

長 さ方 向 の個 数  幅 方 向 の個 数  深 さ方 向 の個 数  

４ ｋｇ用 丸 缶  ４ ２ ２  １  

１６ ｋｇ用 角 缶  １ １ １  １  

 

b)  ４  ｋｇ用 丸 缶 の外 装 は，段 ボール 箱 に缶 を入 れた場 合 に，長 さ ，幅 及 び深 さ のそれぞれの方 向 に３ mm

以 上 のすき間 を生 じないように行 うものとする。  

c)  ４  ｋｇ用 丸 缶 の段 ボール箱 の封 かんには包 装 用 布 粘 着 テープを用 い，外 フラップの合 わせ目 を密 封 する

ものとし，図 1による。 

d)  １６  ｋｇ用 角 缶 の外 装 は，手 環 取 り出 し用 の穴 から手 環 が使 用 できるよ うに 行 うものとし，容 器 側 面 の 表

示 を外 装 で覆 うことがないようにする。 

 

 

 

4.2.2 外 装材 料  

外 装 材 料 は，次 による。 

a) ４ kg用 丸 缶 の段 ボール箱 は，Ｊ ＩＳ  Ｚ  １５ ０６ に規 定 する複 両 面 段 ボールの３種 とする。ただ

し，段 ボール箱 の材 料 及 び形 式 は，次 による。 

 1) 接 合 材 は，平 線 を用 いる。 

 2) 形 式 は，ＪＩ Ｓ  Ｚ  １ ５０ ７ の０２０１とする。  

b) ４ kg用 丸 缶 の段 ボール箱 の封 かんに用 いる包 装 用 布 粘 着 テープは，幅 ５０ ｍｍのものとする。     
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c) １６  kg用 角 缶 用 の段 ボール箱 は，Ｊ Ｉ Ｓ  Ｚ  １ ５ ０ ６ に規 定 する外 装 用 段 ボール 箱 とし，図 ２を

標 準 とする。ただし，段 ボール箱 の材 料 及 び形 式 は，次 による。 

1) 材 料 は，Ｊ Ｉ Ｓ  Ｚ  １ ５ １ ６ の両 面 段 ボールまたは複 両 面 段 ボールとし，段 の種 類 はＡ段 又 は

Ｂ段 とする。 

2) 形 式 は，Ｊ ＩＳ  Ｚ  １５ ０７ の０５０２とする。 

 

4.2.3 外 装の 表示  

 外 装 の表 示 は，Ｎ Ｄ Ｓ  Ｚ  ０ ０ ０ １ による。ただし，陸 上 ・ 海 上 ・ 航 空 各 自 衛 隊 の 標 識 は，“ 防 衛

省 ”と替 えて表 示 する。 

4.3 容器 の表 示  

容 器 の表 示 は，Ｎ Ｄ Ｓ  Ｚ  ０ ００ １ によるほか，商 習 慣 による。 

4.4 納入 単位  

納 入 単 位 は，4.1.2の４ ｋｇ用 丸 缶 及 び１６ kg用 角 缶 にそれぞれ４ ｋｇ及 び１６  ｋｇのプライマーを封 入

するものとする。   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

原 案 作 成 部 課 等 名 ：装 備 施 設 本 部  調 達 企 画 課  

付 表１ －品 質  
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項 目  
種  類  

認 定  

検 査  
検 査  試  験  方  法  

鋼 材 用  軽 合 金 用  

容 器 の中 での状

態  

かき混 ぜたとき，堅 い塊

がなく，一 様 になるもの

とする。 

○  ○  Ｊ ＩＳ  Ｋ  ５６ ００－ １－ １ の

4 .1 .2のａ）による。 

粘 度  KU値  ６８～８３ ○  ○  Ｊ Ｉ Ｓ  Ｋ  ５ ６ ０ ０ － ２ － ２ の

箇 条 5による。 

ただし，試 験 の温 度 は，２３ ℃±０．

５ ℃とする。 

密 度 (２３ ℃)  

ｇ／ｍｌ 

製 造 工 場 の基 準 値  

±０．０７ 

○  ○  Ｊ ＩＳ  Ｋ  ５６ ００－ ２－ ４ の比

重 瓶 法 による。 

塗 装 作 業 性  塗 装 作 業 に支 障 がな

いものとする。 

○  ○  Ｊ ＩＳ  Ｋ  ５６ ００－ １－ １ の

4 .2の１回 塗 りによる。 

乾 燥  

時 間  

ｈ 

指 触 乾 燥  ２以 内  ○  ○  Ｊ ＩＳ  Ｋ  ５６ ００－ １－ １ の

4 .3指 触 乾 燥 ，硬 化 乾 燥 による。 
硬 化 乾 燥  １５以 内  ８以 内  

上 塗 り適 合 性  上 塗 りした塗 膜 に異 常

を認 めないものとする。 

○  －  鋼 材 用 は，附 属 書 Ａ による。 

軽 合 金 用 は，附 属 書Ｂ による。 

塗 膜 の外 観  良 好 であるものとする。 ○  ○  Ｊ ＩＳ  Ｋ  ５６ ００－ １－ １ の

4 .4による。 

耐 屈 曲 性  直 径 ６ ｍｍの折 曲 げ

に耐 えるものとする。 

○  －  Ｊ ＩＳ  Ｋ  ５６ ００－ ５－ １ によ

る。ただし，試 験 片 は鋼 板 (寸 法 は，約 １

５０ ｍｍ×５０ ｍｍ×０．３ ｍｍとする。)

とし，試 験 片 を２４時 間 放 置 した後 ，１０

５ ℃～１１５ ℃で５時 間 加 熱 乾 燥 し，室

内 に１時 間 放 置 した後 行 う。 

付 着 安 定 性  はがれを認 めないものと

する。 

○  －  Ｊ ＩＳ  Ｋ  ５６ ７４の 7.11による。 

た だ し ， 上 塗 り に 用 い る 塗 料 は Ｄ Ｓ Ｐ  

Ｋ  ５ ２ ０ １ の 色 番 号 １ ８ ０ １ ［ 白 （ １ ） 

Ｎ９．５］とする。 

また，軽 金 属 用 の試 験 板 はアルミニウム

合 金 板 を用 いる。 

サイクル腐 食 性  ３６サイクルの試 験 に耐

えるものとする。 

○  －  Ｊ ＩＳ  Ｋ  ５６ ７４の 7.12による。 
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付 表１ ―品 質（続 き）  

項 目  
種  類  認 定  

検 査  
検 査  試  験  方  法  

鋼 材 用  軽 合 金 用  

耐 水 性  水 に１８時 間 浸 したと

き，異 常 を認 めないも

のとする。 

○  －  Ｊ Ｉ Ｓ  Ｋ  ５ ６ ００－ ６ － １ によ

るほか，次 による。 

鋼 材 用 は，４枚 の鋼 板 (寸 法 は，約 １５０ 

ｍｍ×７０ ｍｍ×１．０ ｍｍ又 は０．８ ｍ

ｍ と す る 。 ) に ， 軽 合 金 用 は ， Ｊ Ｉ Ｓ  

Ｈ  ４ ０ ０ ０ のＡ２０２４Ｐ又 は，こ れと

同 等 の化 学 成 分 比 を有 する４枚 のアル

ミ ニ ウ ム 合 金 板 ( 寸 法 は ， 約 １ ５ ０  ｍ ｍ

×７０  ｍｍ ×１．０  ｍｍ と す る。) に 試 料

を塗 り，７２時 間 室 内 に放 置 ・ 乾 燥 し試

験 片 とする。 

試 験 片 は，１枚 を見 本 品 とし，３枚 の試

験 片 を水 に１８時 間 浸 せきする。 

観 察 及 び判 定 は，取 り出 した試 験 片 の

塗 膜 を直 ちに目 視 で観 察 し，膨 れ，し

わ及 びさびがないことを確 認 して室 内 に

２時 間 放 置 した後 ，見 本 品 の塗 膜 と比

べて白 化 ，もどり及 び色 の変 化 を調 べ

る。このとき２枚 以 上 の試 験 片 の塗 膜 に

ついて異 常 がなければ“水 に１８時 間 浸

せきしても異 常 を認 めない”とする。ただ

し，試 験 片 の周 辺 幅 約 １０ ｍｍの部 分

の塗 膜 は，観 察 の対 象 としない。 

耐 ミネラルスピリット

性  

Ｊ ＩＳ  Ｋ  ２２ ０

１ の４号 に規 定 する製

品 であって，Ｊ Ｉ Ｓ  

Ｋ  ２ ２５ ６ で測 定 し

た測 定 結 果 が３０ ℃以

上 且 つ６５ ℃以 下 の特

性 を示 す製 品 に１８時

間 浸 せきしたとき異 常 を

認 めないものとする。 

○  －  Ｊ Ｉ Ｓ  Ｋ  ５ ６ ０ ０ － ６ － １ に

よるほか，次 による。 

鋼 材 用 は，４ 枚 の 鋼 板 ( 寸 法 は 約 １５０ 

ｍ ｍ × ７ ０  ｍ ｍ × １ ． ０  ｍ ｍ 又 は ０ ． ８ 

ｍｍとする。)に，軽 合 金 用 は，４枚 のブ

リキ板 (寸 法 は，約 １５０ ｍｍ×５０ ｍｍ

×０．３ ｍｍとする。)に試 料 を塗 り，９６

時 間 室 内 に 放 置 ・ 乾 燥 し 試 験 片 と す

る。 

試 験 片 は，１枚 を見 本 品 とし，３枚 の試

験 片 をミネラルス ピリットに１８時 間 浸 せ

きする。 

観 察 及 び判 定 は，試 験 片 を取 り出 した

ミネラルスピリットに着 色 及 び濁 りを認

めず，試 験 片 の塗 膜 に膨 れ，割 れ及

びはがれを認 めず，見 本 品 の塗 膜 と比

べて粘 着 性 の増 加 及 び色 とつやの変

化 の程 度 が著 しくないときは，“ミネラル

スピリットに１８時 間 浸 せきしても異 常 を

認 めない”とする。ただし，試 験 片 の周

辺 幅 約 １０ ｍｍの部 分 の塗 膜 は，観

察 の対 象 としない。 
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付 表１ ―品 質（続 き）  

項 目  
種  類  認 定  

検 査  
検 査  試  験  方  法  

鋼 材 用  軽 合 金 用  

防 せい（錆 ）性  １２か月 の試 験 で表 面

にさびがなく，塗 膜 をは

がしたとき，さびの程 度

が標 準 試 料 に比 べて大

きくないものとする。 

○  －  Ｊ Ｉ Ｓ  Ｋ  ５ ６ ０ ０ － ７ － ６

に よ る 。 た だ し ， 下 塗 り は 吹 き 付 け 塗

り と し （ 乾 燥 膜 厚 で ３０ ～４０  μｍ ） ，

上 塗 りに用 いる塗 料 は，Ｄ Ｓ Ｐ  Ｋ  

５ ２ ０ １ の色 番 号 １７０１［ 明 るい灰

色 （ １ ）  Ｎ ７ ． ５ ］ と す る 。 試 験 片 は ４

枚 の鋼 板 （ 寸 法 は，約 ３００  ｍｍ×１

５０ ｍｍ×１．０ ｍｍ又 は０．８ ｍｍと

す る 。 ） の そ れ ぞ れ の 片 面 に 吹 付 け

塗 り （ 乾 燥 膜 厚 で ２０  μｍ～ ３ ０  μ

ｍ）した後 ，室 内 に９６時 間 放 置 乾 燥

する。裏 面 と周 辺 を同 じ 塗 料 で保 護

塗 装 す る 。 ３ 枚 を 試 験 片 と し ， １ 枚 を

見 本 品 とする。 

貯 蔵 安 定 性  １２か月 試 験 したとき，

異 常 を認 めないものと

する。 

○  －  Ｊ ＩＳ  Ｋ  ５６ ００－ ２－ ７ の

箇 条 6常 温 貯 蔵 安 定 性 による。 

加 熱 残 分     ％ ６４以 上  ○  ○  Ｊ ＩＳ  Ｋ  ５６ ０１－ １－ ２ に

よる。 

引 火 点       ℃ ２２以 上  ○  －  Ｊ ＩＳ  Ｋ  ２２ ６５－ １ によ

る。 
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 附属書Ａ 

（規定）  

上塗り適合性 
 

 

A.1 適用 範囲   

この附 属 書 は，鉛 ・クロムフリープライマー鋼 材 用 の上 塗 り適 合 性 についての試 験 方 法 を規 定 する。 

 

A.2  試験 方法  

 試 験 方 法 は，次 による。 

a)  試 験 片 は，試 料 を６枚 の鋼 板 (寸 法 は，約 １５０ ｍｍ×７０ ｍｍ×１．０ ｍｍ又 は０．８ ｍｍとする。)

の そ れ ぞ れ の 片 面 に １ 回 吹 付 け 塗 り し た 後 ，３ 枚 は， 室 内 に 18 時 間 放 置 し て乾 燥 し ， 他 の 3 枚 は ，

130  ℃±3 ℃に保 ったＪ Ｉ Ｓ  Ｋ  ５ ６ ０ ０ － １ － １ の 3.2に規 定 する恒 温 器 の中 に，４５分

間 置 いてから室 内 に１時 間 放 置 する。 

 同 時 にＤ Ｓ Ｐ  Ｋ  ５ ２ ０ １ の色 番 号 １８０１［白 （ １）  Ｎ９．５］ の塗 料 を別 の鋼 板 の片 面 に１

回 吹 付 け塗 りした後 ，室 内 に２４時 間 放 置 したものを見 本 品 とする。 

b)  操 作 は，自 然 乾 燥 及 び加 熱 乾 燥 したそれぞれの３枚 の試 験 片 に，a)で用 いたＤ Ｓ Ｐ  Ｋ  ５ ２

０ １ の色 番 号 １８０１［白 （１）  Ｎ９．５］の塗 料 を１回 吹 付 け塗 りした後 ，室 内 に２４時 間 放 置 し乾 燥

する。 

c)  観 察 及 び 判 定 は， 試 験 片 と見 本 品 との 塗 膜 を 目 視 で観 察 し，試 験 片 の 上 塗 り塗 膜 に 試 料 によ る

色 のにじみ，むら，しわ，穴 ，割 れ及 びはがれの状 態 を確 認 し，見 本 品 と比 較 する。 

なお，その差 が著 しくないときは，“上 塗 りした塗 膜 に異 常 を認 めない。”とする。 
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附属書Ｂ 

（規定）  

上塗り適合性 
 

 

B.1 適用 範囲  

 この附 属 書 は，鉛 ・クロムフリープライマー軽 合 金 用 の上 塗 り適 合 性 についての試 験 方 法 を規 定 する。 

 

B.2  試験 方法  

 試 験 方 法 は，次 による。 

a)  試 験 片 は，試 料 をＪ Ｉ Ｓ  Ｋ  ４ ０ ０ ０ のA2024P又 は，これと同 等 の化 学 成 分 比 を有 する３枚

のアル ミニウム合 金 板 (寸 法 は，約 １５０  ｍｍ×７０  ｍｍ×１．０  ｍｍとする。)のそれぞれの片 面 に１

回 はけ塗 りした後 ，室 内 に１８時 間 放 置 して乾 燥 する。 

 同 時 にＤ Ｓ Ｐ  Ｋ  ５２ ０ １ の色 番 号 １８０１［白 （１） Ｎ９．５］の塗 料 を別 のアルミニウム合 金

板 の片 面 に１回 吹 付 け塗 りした後 ，室 内 に２４時 間 放 置 したものを見 本 品 とする。 

b)  操 作 は，３枚 の試 験 片 にa)で用 いたＤ Ｓ Ｐ  Ｋ  ５ ２ ０ １ の色 番 号 １８０１［ 白 （ １）  Ｎ９．５］ の

塗 料 を１回 吹 付 け塗 りした後 ，室 内 に２４時 間 放 置 し乾 燥 する。 

c)  観 察 及 び 判 定 は， 試 験 片 と見 本 品 との 塗 膜 を 目 視 で観 察 し，試 験 片 の 上 塗 り塗 膜 に 試 料 によ る

色 のにじみ，むら，しわ，穴 ，割 れ及 びはがれの状 態 を確 認 し，見 本 品 と比 較 する。 

 なお，その差 が著 しくないときは，“上 塗 りした塗 膜 に異 常 を認 めない。”とする。 

 

 

 ． 


